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【ご協力依頼】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⚠ 技能実習生は、実習計画が修了した後は稼働することができません。 
 
 
⚠ 技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、実習計

画が修了したことに伴い、技能実習生として稼働ができず生活に困る事
例が報告されています（※）。  

※ 在留資格変更許可申請に伴う特例期間中であっても、実習計画が修了した場合

は、技能実習生として稼働することはできません。 

 
 
⚠ 在留資格変更許可申請の処理には１～２か月程度（※）かかるため、特

定技能外国人として就労を開始する予定日の２か月以上前に申請を行う
ようお願いいたします。  

※ 繁忙期にはさらに日数を要することもあります。 

 
 
⚠ 技能実習生が本邦での生活に困ることがないよう、 

早めの申請の準備をお願いいたします。 
 

在留諸申請に関する手続きについては入管庁ホームページを御確認ください。 
 
 
○「特定技能」への在留資格変更許可申請を希望される方 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html     

～お知らせ～ 
■ 技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った

後、稼働ができなくなるケースが発生しています！ 
 

■ 在留資格「技能実習」から「特定技能」へ変更を希望する場
合は、就労開始予定日の２か月以上前に在留資格変更許可申請
を行っていただくようお願いいたします。 


